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＜別記様式１＞
事　　務　　連　　絡

建築物省エネ法に基づく建築物の届出又は通知があり、下記のとおり確認しましたので送付します。

受付番号

建築指導課長　様

届出の種別（21日前又は３日前）

制御図

　施行規則第12条第１項表（ろ）に規定する添付図書

配置図（届出に係る建築物と他の建築物の別を記載）

仕様書（仕上げ表を含む。）

各階平面図

床面積求積図

立面図

断面図又は矩計図

各部詳細図

各種計算書

機器表
※住戸が含まれる場合は、同表（は）項の機器表による。

系統図

届出書（省令様式第22）／通知書（省令様式第24）

委任状（届出を委任する場合）

設計図書に設計者の押印があるか。

付近見取図

　施行規則第12条第１項の表（い）又は第13条の２第３項の表に規定する添付図書

評価書（設計住宅性能評価書又はＢＥＬＳ）

　　年　　　月　　日

○○土木事務所長

21日前 ３日前

副本交付場所 土木事務所　　／　　　本庁

※変更届出書又は変更通知書については変更箇所のみで可

用途別床面積表

法第19条第４項に規定する図書

チェック項目 連絡事項

確認年月日

仕様書（昇降機）

担当者

 

○ 新築の場合           ※1「高い開放性を有する部分」[令第４条]を除いた床面積 

 

はい 

 

いいえ 

いいえ        いいえ            いいえ    いいえ 

 

 

はい                        はい 

 

住宅部分 

非住宅部分 

 

 

 

 

 

 
 

基準適合義務 不適合かつ必要と認める

場合は指示・命令等 

不適合かつ必要と認め

る場合は指示・命令等 

登録省エネ判定機関から

所管行政庁へ写しを送付 

適用除外建築物か？ 

[法第18条、第22条→令第７条] 

非住宅部分の床面積※1の

合計が2,000㎡以上か？ 

[法第11条→令第４条] 

建築物の床面積※1の合

計が300㎡以上か？ 

[法第19条→令第８条] 

省エネ性能確保計画 

届出 手続き不要 適合性判定 

住宅部分の床面積※1の

合計が300㎡以上か？ 

[法第15条→令第５条] 

届出相当 

300 ㎡以上 

300 ㎡未満 

建築物省エネ法 適合性判定・届出要否 フローチャート 



建築物省エネ法 適合性判定・届出要否 フローチャート 

○ 増改築の場合          ※1「高い開放性を有する部分」[令第４条]を除いた床面積 

                  ※2「高い開放性を有する部分」を除かない床面積 

はい 

 

いいえ 

いいえ 

 

はい 

いいえ               いいえ 

 

はい                 はい 

 

はい                 はい 

 

いいえ               いいえ 

 

住宅部分 

非住宅部分 

 

 

 

 

 
不適合かつ必要と認める

場合は指示・命令等 

不適合かつ必要と認める

場合は指示・命令等 

基準適合義務 

登録省エネ判定機関から

所管行政庁へ写しを送付 

増改築後の非住宅部分の床面積

※1の合計が2,000㎡以上か？ 

[法第11条→令第４条] 

増改築に係る非住宅部分の床面

積※1の合計が300㎡以上か？ 

[法第11条→令第４条] 

適合義務規定の施行(平成29

年4月1日)の際現に存する建

築物か？[法附則第３条] 

増改築に係る非住宅部分の床面積

※2の合計が増改築後の非住宅部分

の延べ面積の1/2以下か？ 

[法附則第３条→令附則第２条] 

増改築後の建築物は適用除外建築物か？ 

[法第18条、第22条→令第７条] 

省エネ性能確保計画 

届出 手続き不要 適合性判定 

増改築に係る住宅部分の床面積

※1の合計が300㎡以上か？ 

[法第15条→令第５条] 

届出相当 

増改築に係る建築物の床面積

※1の合計が300㎡以上か？ 

[法第19条→令第８条] 

300㎡以上 

300㎡未満 


	届出チェックシート

